
経営環境の変化に適切に対応し、効果的な施設の維持保全、長寿命化のための改築等を行うに当

たり、今後 10 年で実施すべき事業と財源の見通しを均衡させ、経営の安定化を図るため経営戦略を

策定します。 
 

 

・本市の汚水管渠は昭和 48 年から、また、雨水管渠は昭和 52 年から整備が開始され、耐用年数は

50 年であることから今後 20 年以内に更新時期を迎える管渠が急増します。 

・汚水管渠は令和 15 年までに約 65km、令和 16 年から令和 25 年までの 10 年間では約 130km の管渠

が更新時期を迎えます。 

・雨水管渠は令和 15 年までに約 100km、令和 16 年から令和 25 年までの 10 年間で約 40km の管渠が

更新時期を迎えます。 

・昨今の物価上昇等、本市の下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増していることから、適正

な下水道使用料の水準を検討するため、朝霞市上下水道審議会に諮問を行いました。その結果、

令和 7 年 10 月に下水道使用料の改定が必要であるとの答申が示されたことから、令和 8年 4 月か

ら改定することとなりました。なお、改定後の使用料の水準は県平均を下回っています（次頁参

照）。 

 

    

〇今後 10年間の老朽化施設に対する維持管理事業への投資 

汚水施設老朽化対策            雨水施設老朽化対策    

事業内容 事業量 概算事業費  事業内容 事業量 概算事業費 

点検 約 220 ㎞ 5,400 万円  点検 約 60 ㎞ 1,300 万円 

カメラ調査 約 35 ㎞ 1 億 1,900 万円  ポンプ・電気設備改築  1 億 7,700 万円 

修繕・改築 約 4.1 ㎞ 11 億 2,900 万円  合計  1 億 9,000 万円 

仲町中継

ポンプ場 

電気施設等

の改築更新 

4 億 5,100 万円     

合計  17 億 5,300 万円     

 

 

           

財政収支の将来見通し 

・収益的収支においては、令和 7 年度までは全ての費用を使用料収入では賄えず、基準外繰入を行

ってきましたが、令和 8 年度の使用料改定により、基準外繰入を解消し、毎年約 2 億から 3 億円

程度の黒字となる見通しです。 

・資本的収支は、企業債や国庫補助金、一般会計負担金等を財源としていますが、これらの財源で

賄いきれない支出については、内部留保資金を取り崩して補てんします。 

経営基盤の強化を図る取組 

・令和 2 年 2 月に策定した下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化施設の適切な維持管

理に努め、長寿命化を図ることにより、更新費用を縮減するほか、不明水対策に取り組みます。 

・下水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、朝霞市上下水道審議会の答申を踏まえ、使用

料水準の見直しをおおむね 5 年ごとに実施します。 

下水道事業の現状と課題（第２章）Ｐ3～Ｐ22 

今後の主要事業の予定（第３章）Ｐ23～Ｐ25 

財政収支計画（第４章）Ｐ26～Ｐ31 



 
  

埼玉県内市町の下水道使用料の比較 【参考】 

 本市の改定前の下水道使用料は、県内で下から２番目の安さです。 

戸田市
朝霞市

ふじみ野市
和光市
蕨市

川島町
三芳町
川越市
幸手市
所沢市

富士見市
狭山市
入間市
久喜市
杉戸町
鳩山町
吉川市
宮代町
越生町
草加市
加須市
蓮田市
川口市

東松山市
新座市
吉見町
秩父市
上尾市
上里町
八潮市
神川町
松伏町
三郷市
志木市

毛呂山町
北本市
鴻巣市
羽生市
寄居町

坂戸・鶴ヶ島
春日部市
伊奈町
小川町
行田市

さいたま市
滑川町
嵐山町
越谷市
熊谷市
桶川市
白岡市
本庄市
日高市
美里町
飯能市
深谷市

1,023

1,155

1,172

1,262

1,309

1,540

1,540

1,595

1,595

1,639

1,650

1,727

1,815

1,870

1,870

1,870

1,870

1,883

1,925

1,947

1,952

1,980

1,998

2,035

2,079

2,145

2,151

2,156

2,167

2,174

2,200

2,200

2,214

2,255

2,282

2,288

2,310

2,310

2,310

2,343

2,376

2,398

2,410

2,442

2,459

2,530

2,530

2,574

2,585

2,728

2,806

2,827

3,190

3,300

3,317

3,520

埼玉県内の下水道使用料の比較
R7.7.1現在

【計算式】 改正前
500円/10㎥まで＋（55円×10㎥）×1.1＝1,155円

【計算式】 改正後（Ver.2）
500円/月＋（20円×5㎥＋30円×5㎥＋70円

×10㎥）×1.1＝1,595円

県平均 2,139円

設定：20㎥／1ケ月（税込）

単位：円

 


